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育児・介護休業法改正に伴う

制度改善について妥結！
 申第４号「総合労働協約改訂等」で申し入れていた「育児・介護に関する制度改善」に

ついて、会社側より提案があった。 

 申第４号 【労働条件に関する協約】 

〔勤務関係〕 

10 育児・介護休業法の改正に伴い、看護休暇及び介護休暇を半日単位で取得できるよ

うにするとともに、介護休職の取り扱い等、制度全般を改善されたい。 

【会社提案】 
１ 社員等の育児休職及び介護休職等の取り扱いの改正について 

（1） 育児休職等の取り扱い

① 育児休職等に関する「子」の範囲

法律上の親子関係にある子に加え、「法律上の親子関係に準じると言えるような

関係にある子」も適用範囲とする。 

② 看護休暇の半日単位取得の取り扱い

看護休暇を半日単位（以下「看護半休」という）で、取得できるものとする。

なお、看護半休の取り扱いは以下のとおりとする。

ア 看護半休は指定する勤務種別が日勤（１種）及び日勤（２種）勤務の場合に限

ることする。なお、以下のいずれかに該当する者を除く。

（ア）その取得者が休暇をとっている時間帯に代替要員を措置しなければならない

場合及び業務上支障がある場合

（イ）１日の所定労働時間が、４時間以下の場合

イ 看護半休は指定した勤務の始業時刻から原則として主たる休憩時間の開始時刻

まで、又は主たる休憩時間の終了時刻から終業時刻までのいずれかを単位として

与えるものとし、勤務の中間には与えない。

ウ 看護半休は、始業時刻が７時から１０時までの勤務に就く場合に付与する。

エ 看護半休は、２回をもって１日の看護休暇とみなして取り扱う。なお、看護休

暇とみなされなかった看護半休は、期末手当及び契約社員の期末一時金における

期間率を算定するにあたっては、欠勤期間として取り扱わない。

オ 看護半休を取得したことにより、実際に短縮された労働時間について、賃金は

１時間につきＡ単価の額を減額するものとする。

（2） 介護休職等の取り扱い

① 介護休職等に関する対象家族の範囲

介護休職等の取り扱いに関する「要介護状態にある対象家族」の範囲は、以下の

とおりとする。 

ア 配偶者（内縁関係にある者を含む。）

イ 父母、子及び配偶者の父母

ウ 祖父母、兄弟姉妹及び孫
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② 介護休暇Ⅰ及び介護休暇Ⅱの名称の変更

現行の名称について、「介護休暇Ⅰ」を「介護休暇」に、「介護休暇Ⅱ」を「介

護特別休暇」に改める。 

③ 介護休職

ア 申請要件の変更

要介護者が同一の要介護状態にある場合について、１回目の取得開始日から１

年を限度とした一期間内においては、合計３回まで分割して申請できるものとす

る。 

なお、１回目の取得開始日から１年を超えた期間においては、介護休職及び介

護特別休暇の合計取得日数が 93 日未満、かつ介護休職の取得回数が３回未満であ

る場合に限り、合計取得日数が 93 日、又は介護休職の取得回数が３回に達するま

で申請できるものとする。ただし、要介護者が異なる要介護状態にある場合は、

上記の回数に限らず介護休職を申請できるものとする。 

イ 撤回の取り扱いの変更

介護休職開始予定日の前日までに、休職を２回続けて撤回した場合は、当該休

職に係る要介護者について、その後の休職申請はできないものとする。 

④ 介護休暇の半日単位取得の取り扱い

介護休暇を半日単位（以下、「介護半休」という）で取得できるものとする。な

お、介護半休の取り扱いは以下のとおりとする。 

ア 介護半休は指定する勤務種別が、日勤（１種）及び日勤（２種）勤務の場合に

限るものとする。なお、以下のいずれかに該当する者を除く。

（ア）その取得者が休暇をとっている時間帯に代替要員を措置しなければならない

場合及び業務上支障がある場合

（イ）１日の所定労働時間が、４時間以下の場合

イ 介護半休は指定した勤務の始業時刻から原則として主たる休憩時間の開始時刻

まで、又は主たる休憩時間の終了時刻から終業時刻までのいずれかを単位として

与えるものとし、勤務の中間には与えない。

なお、介護半休の１回あたりの時間は５時間を限度とする。 

ウ 介護半休は、始業時刻が７時から 10 時までの勤務に就く場合に付与する。

エ 介護半休は、２回をもって１日の介護休暇とみなして取り扱う。なお、介護休

暇とみなされなかった介護半休は、期末手当及び契約社員の期末一時金における

期間率を算定するにあたっては欠勤期間として取り扱わない。

オ 介護半休を取得したことにより、実際に短縮された労働時間について、賃金は

１時間につきＡ単価の額を減額するものとする。

⑤ 介護短日数勤務制度の新設

要介護状態にある対象家族を介護している者が、当該要介護者を介護するために

申請し、会社が認めた場合は、月あたり５日までの無給休暇（以下、「介護短日数

休暇」という）を付与する措置（以下、「介護短日数勤務」という。）を行う。な

お、付与する期間は歴月を単位とする１ヶ月以上１年以内の連続した一期間とする。 

ア 適用対象

要介護状態にある対象家族を介護している者とする。なお、以下のいずれかに

該当する者を除く。 

（ア）日々雇用される者

（イ）１週間の所定労働日数が２日以下の者

（ウ）引き続き雇用された期間が１年未満の者
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イ 申請

申請は、原則として介護短日数勤務の適用開始希望日の１ヶ月前までに、「介

護短日数勤務申請書（仮）」にその事実を証明する書類を添付して、会社に申請

するものとする。なお、申請する期間は１回につき、歴月を単位とする１ヶ月以

上１年以内の連続した一期間とし、適用開始希望日及び適用終了希望日を明らか

にする。 

なお、会社は、申請が提出された場合は申請に基づき適用開始日から適用終了

日までの間について、当該社員等に介護短日数勤務を適用するものとする。 

ウ 介護短日数勤務の申請の撤回

社員等は、適用開始希望日の２週間前までに「介護短日数勤務撤回届（仮）」

を会社に届け出ることにより申請を撤回することができる。 

エ 適用の終了

（ア）適用開始後、介護短日数勤務の終了日までに、次のいずれかの事由に該当す

ることとなった場合は、その事由が生じた日（ｄの場合は、その前日）をもっ

て介護短日数勤務の適用を終了する。

  ａ 申請に係る対象家族が死亡した場合 

ｂ 離婚、婚姻の解消、離縁等により対象家族と申請者との親族関係が消滅し

た場合 

  ｃ 申請者が、疾病等により対象家族を介護することができなくなった場合 

ｄ 介護短日数勤務の適用期間中の者が、分べん休暇、育児休職又は介護休職

を取得した場合 

（イ）（ア）により介護短日数勤務の適用が終了となった場合は、ただちに「介護

短日数勤務終了届(仮)」にその事実を証明する書類を添付し、会社に届け出るも

のとする。

オ 申請の消滅

適用開始日の前日までに、エ（ア）のいずれかの事由に該当することとなった

場合は、当該介護短日数勤務の申請はなかったものとして取り扱う。この場合は、

ただちに「介護短日数勤務申請消滅届(仮)」にその事実を証明する書類を添付し、

会社に届け出るものとする。 

カ 期間の変更

社員等は、希望する適用終了日の１ヶ月前の日までに「介護短日数勤務変更申

請書(仮)」により会社に申請することで、当該適用終了日を前の月以前に変更で

きるものとする。 

キ 適用期間及び指定日数

（ア）介護短日数勤務の適用期間は、当該対象家族に係る介護短日数勤務を適用し

た初日から起算して３年以内の期間とする。

（イ）１ヶ月あたりの介護短日数休暇は、５日を限度とした希望日数を最大として、

会社が承認した日数とする。この場合の１ヶ月の起算日は毎月１日として、そ

の単位は毎月１日から末日までとする。

ク 勤務の取り扱い

（ア）会社は、介護短日数勤務の適用を受ける者について１ヶ月に５日を限度とし

た介護短日数休暇を指定する。

（イ）社員等は、毎月 20 日までに翌月分の希望する介護短日数休暇を会社に届け出

るものとする。会社は、介護短日数休暇を付与することが業務の正常な運営に

支障があると判断した場合には他の時期に変更すると共に、毎月 25 日までに翌

月分を指定する。
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（ウ）介護短日数休暇について、年次有給休暇の出勤率算定の際は、これを出勤日

数として取り扱う。

（エ）介護短日数休暇における勤務等その他の取扱いは、労働条件に関する協約第

70 条等に定める無給休暇に準じて取り扱う。

ケ 賃金等の取り扱い

（ア）昇給欠格条項については、介護短日数休暇を含めないものとする。

（イ）介護短日数休暇は、期末手当及びエキスパート社員の期末一時金における期

間率を算定するにあたっては欠勤として取り扱う。

⑥ 介護のための時間外労働等の制限措置の新設

ア 時間外労働等の制限措置の適用者

要介護状態にある対象家族を介護する者（日々雇用される者を除く）が、介護

することとなった日から介護の必要がなくなる日までの範囲内において、申請に

より時間外労働又は休日等の勤務の免除を受けることができる。 

イ 申請

アの規定に基づく申請は、希望開始日の１ヶ月前までに「時間外労働等免除申

請書(仮)」にその事実を証明する書類を添付し、会社に申請するものとする。な

お、申請する期間は１回の申請につき１ヶ月以上１年以内の連続した期間（以下

「免除期間」という）とする。 

ウ 申請に対する取り扱い

会社は、イに定める申請が社員等から提出された場合は、申請による開始日か

ら終了日までの間については、労働時間外又は休日等の勤務を命ずることができ

ない。ただし、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 33 条に該当する場合及び

免除期間中において申請者が時間外労働等の勤務に同意した場合等を除く。 

エ 制限措置の終了

（ア）免除終了予定日までに、次のいずれかの事由に該当することとなった場合は、

免除期間はその事由が生じた日（ｄの場合は、その前日）をもって終了する。

  ａ 申請に係る対象家族が死亡した場合 

ｂ 離婚、婚姻の解消、離縁等により対象家族と申請者との親族関係が消滅し

た場合 

  ｃ 申請者が、疾病等により対象家族を介護することができなくなった場合 

ｄ 免除期間中の申請者が、分べん休暇、育児休職又は介護休職を取得した場 

合 

（イ）（ア）のいずれかの事由に該当することとなった場合は、ただちに「時間外

労働等免除終了届(仮)」にその事実を証明する書類を添付し、会社に届け出る

ものとする。

オ 申請の消滅

免除開始日の前日までに、エ（ア）のいずれかの事由に該当することとなった

場合は、当該申請はなかったものとして取り扱う。この場合は、ただちに「時間

外労働等免除消滅届(仮)」にその事実を証明する書類を添付し、会社に届け出る

ものとする。 

２ マタハラ等防止の取り扱い 

  就業規則等に、妊娠、出産、育児・介護休職の取得等を理由とする上司・同僚による

就業環境を害する行為は禁止される行為であること、行為者には懲戒等をもって厳正に

対処することを規定する。併せて、これらのハラスメントに関する当該の者からの相談

に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じる。 
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３ 実施時期 

  平成 29 年１月１日から実施する。 

４ 経過措置 

平成 29 年１月１日までに、既に介護休職または介護休暇Ⅱを取得した社員等について、

当該介護休職及び介護特別休暇の取得合計日数が 93 日に達しない者については、取得合

計日数が 93 日に達するまでの間は、介護休職について、既に取得した介護休職を含め合

計３回まで申請できるものとする。 

【主な交渉内容】 

組合：一部では法を上回るとあったが、どの部分が法を上回るのか。 

会社：次の内容が該当する。 

①介護休職

介護特別休暇と合わせて通算 93 日の休業について 3 分割取得を担保した上で、別

途介護休職開始日から連続 1 年を限度として、最大 3 分割まで取得可能であるこ

と。

(法では、介護休業を通算 93 日以内で 3 回に分けて取得できると規定)

②介護短日数勤務制度

取得開始日から 3 年の期間内において取得回数に制限を設けていないこと。

(法では、利用開始から 3 年の間で 2 回以上の利用が可能とすると規定)

③介護特別休暇

法定制度ではない介護休暇Ⅱを設けていること。

(改正前は所定労働時間の短縮措置等として介護休暇Ⅱを設定していたが、今回の

改正で介護短日数勤務制度を新たに設けた。この結果介護休暇Ⅱは法律上の対象措

置ではなくなったため、上回ることとなる。) 

組合：今回提案のあった制度改正は、ワーク・ライフ・バランスの観点から総合労働協約

改訂交渉時に改善を求めていたが、法の趣旨に沿った改善内容と考える。今後も組

合員がさらに働きやすい職場環境となるよう、引き続き制度改善について求めてい

きたい。 

会社：基本的には育児・介護休業法の改正趣旨に沿った内容である。今後も会社の体力等

を勘案しながら、各種制度改善について検討していきたいと考える。 

交渉終了後、本部は持ち帰り業務委員会を開催し「育児・介護休職等の制度改正」につ

いては、法に沿った内容となっていることから本日１７時に妥結した。 

また「労働時間の見直し」については、会社と協議するものの新たな進展はなく、引き

続き交渉を継続することを確認した。 

以 上 




